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１）事業の目的 

 

一般国道１６号は、横浜市を起点とし八王子市、川越市、さいたま市、千葉市、木

更津市など首都圏を環状に結ぶ延長約３４０ｋｍの幹線道路です。 

国道１６号は、神奈川県の北西部地域、東京都の多摩地域において不足する南北方

向を結ぶ幹線道路であるとともに、当事業区間は東名高速道路(横浜町田ＩＣ)と中央

自動車道(八王子ＩＣ)の中間に位置し、両路線を結ぶ重要な道路となっています。 

相模原拡幅は、現道２車線を４車線とする現道拡幅事業及び橋本五差路交差点の立

体化事業であり、国道１６号の機能回復、橋本五差路交差点の渋滞緩和、交通安全性

の向上等に寄与することを目的として平成１２年３月に供用しております。 

事業評価区間は、神奈川県
か な が わ け ん

相模原市
さ が み は ら し

南橋本
みなみはしもと

２丁目
２ ち ょ う め

～神奈川県
か な が わ け ん

相模原市
さ が み は ら し

橋本
はしもと

７丁目
７ ち ょ う め

の

延長２．２ｋｍです。 

 

■位置図 
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１．事業の目的及び概要 

 

・国道１６号の機能回復 
・橋本五差路交差点の渋滞緩和 
・交通安全性の向上 

東京都

１６
468

神奈川県

山梨県

相模原市

１６

２０

468

246

１

中央道

東名高速

横
横
道
路

第
三
京
浜

１６

圏
央
道

さ
が
み
縦
貫
道
路

相模原拡幅
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7.25m 0.49m 0.49m 7.25m

7.75m 7.75m1.02m0.50m 0.50m
3.50m3.50m 3.50m3.50m

40.00m

7.25m 0.49m 0.49m 7.25m

7.75m 7.75m1.02m0.50m 0.50m
3.50m3.50m 

26.00m

3.50m 7.00m7.00m 4.00m

0.50m 0.50m

3.50m

26.00m

3.50m 7.00m7.00m 4.00m

0.50m 0.50m

3.50m
 
一般部（現道拡幅区間） 

高架部（五差路立体区間）

15.00m

3.00m 3.50m 3.50m 3.00m

ｃ1.00m 1.00m

五差路交差点より横浜方面 

五差路交差点より八王子方面 

２）事業の概要 

①区    間 自：神奈川県
か な が わ け ん

相模原市
さ が み は ら し

南橋本
みなみはしもと

２丁目
２ ち ょ う め

 

      至：神奈川県
か な が わ け ん

相模原市
さ が み は ら し

橋本
はしもと

７丁目
７ ち ょ う め

 

②計 画 延 長 Ｌ＝２．２ｋｍ 

③幅    員 一般部Ｗ＝２６ｍ 高架部Ｗ＝４０ｍ 

④道 路 規 格 第４種１級 

⑤ 設 計 速 度   ６０ｋｍ／ｈ 

⑥車 線 数 ４車線 

⑦全体事業費 約２８６億円 

■平面図 

■標準横断図 

【整備前】               【整備後】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.00m

3.25m 7.00m 7.00m 3.25m

ｃ
0.50m 0.50m0.50m

S31.9 都市計画決定

W=22m：4車線

暫定 3 車線化整備・供用 S60.10 L=1,200m

現道拡幅区間 L=820m 五差路立体区間 L=920m 

H10.9 橋本高架橋区間供用 

L=450m

H12.3 事業完了

相模原拡幅 L=2.2km

S38.1都市計画決定 

H11.9 供用S47.3 供用 

L=1,740m S53.11 都市計画変更

一般部 W=26m：4 車線

高架部 W=40m：本線 4 車線・側道部 4 車線 

東
京
都

JR相模線

南橋本駅

神奈川県 

橋
本
駅

JR
横
浜線

国
道
16号

八王子バイパス
　　S60.10供用

国
道1
6号

国道129号

W=34m：4 車線 W=15m：2 車線

橋本陸橋区間 

橋本陸橋 
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⑧事業の経緯 

昭和３１年 ９月  都市計画決定 Ｗ＝１５ｍ 

昭和４２年 ４月  事業化 

昭和４７年 ３月  橋本陸橋供用 

[ＪＲ横浜線立体化事業Ｌ＝０.４５ｋｍ（４車線）] 

昭和５３年１１月  都市計画変更 一般部Ｗ＝２６ｍ 高架部Ｗ＝４０ｍ 

昭和５７年度    用地買収着手 

昭和６０年１０月    橋本五差路～橋本陸橋間 Ｌ＝１．２ｋｍ 

現道幅員内(W=15m)にて暫定３車線化整備・供用 

[横浜方向２車線、八王子方向１車線] 

※一般国道１６号八王子バイパスと同時供用 

平成 元年 ９月  橋本五差路地下道 工事着手 

平成 ６年 ２月  橋本高架橋 工事着手 

平成 ６年 ３月  五差路立体区間 事業認定告示（７件） 

※H7.3 までに全７件と契約 

平成 ８年 ３月  西橋本横断地下道、大山歩道橋架替工事着手 

平成 ８年１２月  橋本五差路地下道 部分供用 

平成 ９年 ３月  現道拡幅区間 事業認定告示（６件） 

大山歩道橋架替完了 

平成 ９年１１月  西橋本横断地下道 供用 

平成１０年 ３月  現道拡幅区間 裁決申請及び明渡し裁決申立て(２件) 

※うち１件裁決申請取り下げ後 H10.6 に任意用地取得、10.7 土地引渡し完了 

うち 1件 H10.9 収用委員会で和解 

平成１０年 ９月  橋本高架橋 供用 

平成１１年 ３月  現道拡幅区間 用地明渡し完了 

平成１１年 ９月  現道拡幅区間 供用 

平成１２年 ３月  五差路立体区間の側道整備、橋本五差路地下道、交差点改良 

が完成 供用開始 【全事業完了】 

 



4 

整備前［昭和６０年１０月］ 整備後［平成１２年３月］

至八王子 
至橋本駅 

至厚木 

至城山 

至横浜 

⑨事業の進捗 

相模原拡幅事業は昭和４２年に事業着手し、鉄道交差部の立体化事業として橋本

立体事業(L=0.45km)を開始、昭和４６年度に橋本陸橋を供用しています。 

残る事業区間(L=1.74km)は、橋本五差路を中心とする交通混雑の状況を勘案し、

一般部４車線、橋本五差路交差点部は国道１６号本線を高架橋で立体化とする改良

計画にて各関係機関並びに地元との調整を進め、昭和５３年度に都市計画幅員１５

ｍを一般部２６ｍ、高架部４０ｍに改める都市計画変更を行っています。 

昭和６０年には隣接する八王子バイパスの供用（昭和６０年１０月）に合わせ、

現道幅員内（１５ｍ２車線）での３車線化工事（横浜方向２車線、八王子方向１車

線）を行い、同年１０月に供用しています。 

平成元年より橋本五差路交差点での地下道整備工事着手を皮切りに平成１０年度

に開催される「かながわ・ゆめ国体」までの供用を目指し、平成９年度末を供用目

標として用地買収及び工事を進めました。 

しかしながら、事業用地の取得が難航し、五差路立体区間では事業認定告示を、

現道拡幅区間では事業認定告示並びに裁決申請及び明け渡し裁決申し立てを経て、

平成１１年３月に全ての用地取得が完了しました。 

このような状況の中、かながわ・ゆめ国体夏期大会開催（平成１０年９月）まで

に、橋本高架橋並びに立体横断施設を供用しています。 

用地取得完了後は速やかに残工事に着手し、平成１２年３月に全ての事業が完了

しました。 

■完成写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

■新聞記事 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相模経済新聞
（平成９年１２月１日）

毎日新聞（平成８年１２月１１日）

神奈川新聞（平成１０年９月９日）
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１）事業効果 

（１）事業箇所周辺道路における交通状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．事後評価の項目 

凡例

相模原拡幅事業区間

調査ポイント

H9、H11道路交通センサス及び実査値より

凡例



7 

八王子 BP入口→相模原駅入口 

21.0
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旅行速度 1.９倍向上 

２）国道１６号の機能回復（混雑度・旅行時間の変化） 

 

 

 
これまで混雑を避け国道１６号を迂回していた交通が国道１６号へ戻り、交通

量は整備前と比較し増加しましたが、事業区間の混雑度は大幅に改善しました。  

 

国道１６号のＪＲ相模原駅入口交差点～八王子バイパス入口交差点間（Ｌ＝４．２

ｋｍ）では旅行速度が約１．９倍～２．５倍に向上しました。 

 

 
 

 

・整備後、交通容量拡大により事業区間の混雑度が大幅に改善 

・旅行時間も大幅に短縮され、幹線道路としての機能が回復 

至　横浜

至　八王子

至　橋本駅

至　厚木至　大磯

１６

129

１６
相模原
大磯線

市道

八王子BP 橋本五差路交差点
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■橋本五差路交差点 通過時間・渋滞長図 

（３）橋本五差路交差点の渋滞緩和 
 

 
 

橋本高架橋及び側道整備により当該交差点の主交通である国道１６号～国道１２９

号間の流れがスムーズになりました。 

その結果、各道路とも交差点の通過時間・渋滞長が大幅に短縮されています。 

  

主要渋滞ポイントである橋本五差路交差点の渋滞が大幅に緩和され

ています。 

橋本駅

至　大磯
至　厚木

市道

県
道

相
模
原
大
磯
線

至　横浜

至　八王子

129

１６

１６橋本五差路交差点
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90

2.82.5

6.4
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50
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250

（H10） （予測） （H16）
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渋
滞
長

0.0
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通
過
時
間

通過時間 

４分短縮 

4070

120 1.81.8

5.5

0
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150

200
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（H10） （予測） （H16）

（m）

渋
滞
長

0.0

5.0

10.0
（min)

通
過
時
間

通過時間 
４分短縮 

凡 例 

整備前（H10 渋滞延長） 
整備後（予測渋滞延長） 

整備後（H16 渋滞延長） 
300m

至 城山 

Ｂ：国道 16 号横浜方面より

Ａ：国道 16 号八王子方面より

Ｂ Ｃ 

Ｄ 
Ｅ 

Ｄ：市道城山方面より 

Ｃ：国道 129 号厚木方面より 

Ａ 

Ｅ：市道橋本駅方面より 
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Ｒ１６・迂回街路における事故件数

112件
98件

0

50

100

Ｈ５年 Ｈ14年

（
事
故
件
数

）

整備前：239台
整備後：884台
269.9％増加

整備前：165台
整備後：750台
354.5％増加

整備前：  487台
整備後：1,147台
135.5％増加

整備前：1,516台
整備後：  815台
46.2％減少

整備前：697台
整備後：241台
65.4％減少

整備前：1,762台
整備後：  591台
66.5％減少

整備前：1,960台
整備後：  955台
51.3％減少

整備前：1,630台
整備後：  964台
40.9％減少

整備前：1,601台
整備後：  417台
74.0％減少

迂回ルート

迂回ルート

迂回ルート

迂回ルート

１６

129

１６

至
　
八
王
子

至　横浜至　厚木至　大磯

市道

県
道

相
模
原
大
磯
線

橋本五差路交差点

（４）交通安全性の向上 

 

橋本五差路交差点の通行がスムーズになったことから、これまで橋本五差路交差点

の通過を避け、周辺の生活道路へ迂回していた交通が減少しています。 

■国道１６号と周辺道路 交通の出入状況図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

国道１６号と迂回街路における、整備前（平成５年）の事故件数は 112 件／年であ

るのに対し、整備後（平成 14年）は 98件／年に減少しています。 

１３％削減 

橋本五差路交差点の交通渋滞が緩和され、周辺の生活道路へ迂回してい
た交通が減少し、生活道路の安全性が向上しました。 

凡 例 

増加箇所 

減少箇所 

事業区間 

１２時間交通量
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橋本駅北口

小山新町

小山

大山工業団地

旭中学校

橋本十字路

大山団地

大河原

橋本駅南口

共同病院前

大和車体前

東プレ日電前

緑ヶ丘

金属工業団地

至　八王子

至　横浜

１６

１６

129

ﾊﾞｽ路線①

ﾊﾞｽ路線②

ﾊﾞｽ路線③

県
道
相
模
原
大
磯
線

至　厚木至　大磯

橋本五差路交差点

旭中学前

事
業
区
間

（５）路線バス運行の改善 

 

橋本駅を起終点とするバス路線のうち、橋本五差路を通過する３路線を調査した

結果、目的地までの所要時間が約３割～６割短縮されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■バス運行時間の短縮（渋滞時） 
■バス利用者アンケート 

■路線経路図 

橋本駅南口 橋本五差路交差点 東プレ日電前

運行時間が『２８分→１０分に短縮』

　　　　　　運行時間が『２７分→８分に短縮』

橋本駅南口 橋本五差路交差点 大河原

運行時間が『２３分→１１分に短縮』

　　　　　　　運行時間が『１９分→８分に短縮』

橋本駅北口 橋本五差路交差点 金属工業団地

運行時間が『２２分→１６分に短縮』

　　　　　　　運行時間が『１６分→１１分に短縮』

バ
ス
路
線
①

バ
ス
路
線
②

バ
ス
路
線
③ 出典：平成 12年４月～6月バス利用者アンケート調査より

橋本五差路の渋滞緩和により所要時間が短縮されバス運行に余裕が生
まれました。 

目的地までの所要時間 

所要時間：６７％が短くなった 

以前はバスを利
用していなかった

1.8%

とても短くなった
20.9%

無回答
1.8%長くなった

0.9%

変わらない
28.2%

少し短くなった
46.4%
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70.8

72.8

67.0 67.0

60

65

70

75

80

昼間 夜間
時間帯

騒
音
レ
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ル

（
ｄ
B

）

事前 完成後

騒音レベル(Laeq)の推移

CO2年間排出量計(t-CO2/年)

20299
21168

0

5000

10000

15000

20000

25000

整備前 整備後

Nox年間排出量計(t/年)

104.1
95.0

0.0

50.0

100.0

150.0

整備前 整備後

SPM年間排出量計(t/年)

10.1
9.2

0.0

5.0

10.0

15.0

整備前 整備後

整備前 整備後

（６）沿道環境の改善 

①大 気（事業区間の排出量） 

国道１６号相模原拡幅において、整備前と整備後の大気の状況について予測した

結果、CO2等の年間排出量は約４～９％減少と予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②騒 音 

橋本五差路交差点付近における、高架橋供用前と事業完了後の騒音レベル(Laeq)

は、昼間平均は 3.8db、夜間平均は 5.8db 減少しています。 

表 騒音調査結果一覧表 

 
 

 

 

 

 

 

橋本五差路の渋滞緩和により沿道環境が改善しています。 

資料：客観的評価指標の定量的評価指標の算出手法（案）（H15．11.25 事務連絡）より算出 

資料：各年度実測値（16号沿線での実測値）

約４％減 
約９％減 約９％減 

環境基準値 

環境基準値 

要請限度 

要請限度 

騒音レベル

環境基準値 要請限度 整備前 整備後

（db） （db） （H10.7） （H12.11）

昼　間 70 75 70.8 67.0

夜　間 65 70 72.8 67.0

Ｌaeq

時間区分

869ｔ削減 
0.9ｔ削減 9.1ｔ削減 
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平成１１年度に事業が完了した２．２ｋｍ区間について、当初、平成９年度供用予

定から２年遅延として社会的損失費用を試算。 

（１）供用後４０年間 

  評価期間 総費用 総便益  

当初計画 S42～H49 484 億円 925 億円  

実績 S42～H51 483 億円 866 億円  

  費用増加額 便益減少額 事業遅延による損失額 

  

－１億円 

 

７８億円 

（５９億円（A-B））

７７億円（５８億円） 

 

 

(H09)

費用便益分析期間(40年)工事期間

供用
(H11)

S42

現在価値

便　

益

費　

用

H51

遅延期間（２年）

H11～H51の維持管理費11億円
472億円

(H09)

費用便益分析期間(40年)工事期間

供用
(H11)

S42

現在価値

便　

益

費　

用

H51

遅延期間（２年）

H11～H51の維持管理費11億円
472億円

B

19億円

供用(H09) (H11)

費用便益分析期間(40年)工事期間

S42

現在価値

便　

益

費　

用

H49

H9～H49の維持管理費12億円

471億円

A

78億円

３．事業遅延による社会的損失について 

■当初計画 

■実績 

事業遅延により 
減少する便益 
５８億円 

事業遅延により 
増加する費用 
△１億円 

供用(H09) (H11) 
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相模原拡幅の整備により「国道１６号の機能回復」、「橋本五差路交差点の渋滞緩和」、

「交通安全性の向上」が図られ一定の整備効果が得られました。 
今後は、引き続き交通状況並びに沿道環境等の状況把握に努め、適切な維持管理を

実施するとともに、状況の変化が見られた場合は必要に応じた改善措置を講じてまい

ります。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．今後の事業評価の必要性及び改善措置の必要性 

橋本高架橋付近の交通状況 

橋本五差路地下道の利用状況 

橋本五差路方向 
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一般国道１６号相模原拡幅は、交通渋滞の緩和、旅行時間の短縮、交通事故の減少な

ど、さまざまな整備効果をもたらしました。 

 

当事業は昭和４２年度に事業化され鉄道交差部の立体化事業を実施した後、渋滞の著

しい橋本五差路交差点を含む、残る１．７４ｋｍの整備計画について各関係機関並び

に地元との調整を進め、昭和５３年度に都市計画幅員１５ｍを一般部２６ｍ、高架部

４０ｍに改める都市計画変更を行っています。 

 

その後、地元との度重なる計画協議を実施し現道拡幅事業への理解を求めつつ、昭和

５７年度より用地買収を開始しました。しかしながら一部の沿道店舗等の理解が得ら

れず、事業認定告示及び裁決申請・明け渡し裁決申し立てを経て用地を取得。 

その結果、供用目標を２年遅延し平成１１年度に全ての事業が完了しました。 

 なお、用地取得に時間を要する中、橋本五差路交差点の立体化については当初の目

標である「かながわ・ゆめ国体」の開催前に供用するなど、効果の早期発現を念頭に

事業を進めました。 

 

 今後、事業を行うにあたっては計画的に事業を進めるとともに、用地買収において

は速やかに事業認定手続きに移行するなど、早期の整備効果発現、及び供用目標の達

成ができるよう、事業推進に努めていくことが重要であると考えます。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

５．同種事業の計画調査のあり方や事業評価手法の 

見直しの必要性 



□客観的評価指標に対応する事後評価項目
評価項目 評価の内容

1 交通量の状況（新規事業採択時（再評価時）の予測値との比較、乖離の要因等） 整備前34,436台／日（H10.07）→整備後58,723台／日(H16.08)

2 旅行速度向上の状況（新規事業採択時（再評価時）の予測値との比較、乖離の要因等） 整備前8.4kｍ／ｈ（H10.07）→整備後20.8ｋｍ／ｈ(H16.08)

3 交通事故の低減の状況（新規事業採択時（再評価時）の予測値との比較、乖離の要因等） 当該事業区間（Ｌ＝2.2km）と迂回街路における死傷事故件数

112件／年（H5）→98件／年(H14)

4 事業費・維持管理費の状況（新規事業採択時（再評価時）の予測値との比較、乖離の要因等） 483億円（実績のみ）

5 事業期間短縮（遅延）による社会的便益（損失） －1億円（費用増加額）＋59億円（便益減少額）＝58億円

6 費用対効果分析の結果（新規事業採択時（再評価時）との比較） 1.8（実績のみ）

7 新規事業採択時（再評価時）の事業実施環境からの変化の状況 昭和５３年１１月都市計画変更（w=15m→一般部w=26m、高架部w=40m）

中項目
評価項目 評価の内容

円滑なモビリティの確保 1 現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率 当該事業区間（Ｌ＝2.2km）において、

渋滞損失時間（274人・万時間/年→151人・万時間/年）、削減率：45％

2 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度改善状況 並行する一般県道厚木城山線の混雑時旅行速度

14.4 km/h (H6センサス)→31.7km/h(H11センサス)

3 現道または並行区間等における踏切道の除却もしくは交通改善の状況 昭和４７年橋本陸橋供用（ＪＲ横浜線）

4 当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況 調査対象路線で最大19分短縮

都市の再生 12 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果 当該事業区間に区画整理事業が隣接し、アクセス向上に寄与

13 中心市街地内で行われたことによる効果 相模原市橋本地区の中心市街地を通過する事業である

国土・地域ネットワークの構築 20 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 隣接する八王子市、町田市を最短時間で結ぶ路線である

23 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況 近隣の八王子市及び町田市、横浜方面の移動時間が短縮

25 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果 当該事業区間に「橋本地区都市拠点総合整備事業区域」が隣接

歩行者・自転車のための生活空間の形成 28 自転車利用空間が整備されたことによる当該区間の歩行者、自転車の通行の快適・安全性の向上 立体横断施設整備により快適性・安全性が向上

無電柱化による美しい街並みの形成 30 対象区間が電線類地中化５ヶ年計画に位置付けあり 新電線類地中化５ヵ年計画（Ｈ11～Ｈ16）位置付け有り

安全な生活環境の確保 33 現道等における交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等による安全性向上の状況 当該事業区間において、375件／億台ｷﾛ年（H５）→173件／億台ｷﾛ年(H14）に減少

災害への備え 36 対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備計画 県地域防災計画の緊急輸送道路として指定有り

に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五カ年計画に位置づけのある路線として位置づけ有り

生活環境の改善・保全 44 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況 72.8ｄｂ→67.0ｄｂ（夜間要請限度70ｄｂ）環境

活力

安全

大項目

暮らし

事業の効率性

事業実施環境


